
戸籍・住民票等証明申請書(郵送用) 
北海道磯谷郡蘭越町長 あて 

１ どなたの何が、何通必要ですか。 平成     年     月     日 

□ 戸 籍 謄 本 □ 戸 籍 抄 本 通 450      円 

□ 除 籍 謄 本 □ 除 籍 抄 本 通 750    円 

□ 改製原戸籍謄本 □ 改製原戸籍抄本 通 750    円 

□ 身 分 証 明 通 300    円 

□ 戸 籍 の 附 票 □ 除かれた住民票 通 200    円 

□ 住民票（世帯全部） 通     円 

□ 住民票（世帯一部） 

本籍の表示（有・無） 
続柄の表示（有・無） 通 200    円 

本   籍 

（住民票の場合は住所） 
 北海道磯谷郡蘭越町          番地 

筆頭者氏名 

（住民票の場合は世帯主） 
 

生 年 月 日 大正・昭和・平成     年     月     日 

抄本・一部の場合 
必要な方の氏名 

  

 
２ 何に使いますか。 

□ パスポート申請 □ 戸籍の届出 □ 年金請求 

□ 相続手続き <氏名           >が死亡したことによる手続きで 

 死亡の記載のあるもの             通必要 

死亡した人について    歳 ～   歳までのもの   各     通必要 

             出生から死亡までのもの       各     通必要 

□ その他 

（具体的に） 

３ 申請する方はどなたですか。 

住   所 
昼間の連絡先 電話番号（      ）       － 

ふりがな  

氏   名                     ㊞ 

筆頭者(世帯主)との続柄 
１． 本人  ２．夫･妻  ３．父･母  ４．祖父･祖母 
５．子   ６．その他(                 ) 

同封するもの 
①本人確認資料  ②定額小為替（          円分） 
③返信用封筒（住所氏名記入、返信用切手      円貼付） 
④その他（                       ） 

注意 ●偽りその他不正の手段により交付を受けたときは 30 万円以下の科料に処せられます。 
(戸籍法第 133 条) 
※『戸籍・住民票等証明申請（郵送用）に当たっての注意事項』をよくお読みの上ご申請ください。 

円 



 

 

 

 

 

戸籍とは･･･『現在の戸籍』 

除籍とは･･･婚姻や死亡により『誰も残っていない戸籍』 

改製原戸籍とは･･･ 

法律の改正やコンピュータ化により『作り替えられる前の元

になった戸籍』 

 

謄本とは･･･『戸籍の全部』の証明 

抄本とは･･･『戸籍の一部（１人分）』の証明 

 

身分証明とは･･･次の３つの証明 

①成年被後見人又は被保佐人の宣告の通知を受けていない。 

②後見の登記の通知を受けていない。 

③破産手続開始決定の通知を受けていない。 

 

戸籍の附票とは･･･戸籍に入っている人の住所を記録したもの 

 

住民票とは･･･住民の氏名・住所等を記録した帳票 

 

世帯全部とは･･･『世帯全員』の写し 

世帯一部とは･･･『世帯一部（１人分）』の写し 

除かれた住民票とは･･･転出・死亡等で消除された住民票 

申 請 日 

筆頭者とは･･･戸籍の 1 番初め

に書かれている人。筆頭者の方

が亡くなられても変わりません。 

1 人分が欲しい時は、その人の名前 

 

使用目的は、詳しく書いてください。 

請求者の住所・氏名・電話番号・

続柄を正しく書いてください。 

 

①本人確認資料とは･･･ 

氏名・住所等が確認できる書類（運転免許証・住民基本台帳カー

ド・健康保険証・被保険者証・年金手帳等） 

※詳しくは本人確認資料を参考にして下さい。 

必ず『氏名・住所』の記載がある面の写し（コピー）を同封して

ください。 

②定額小為替とは･･･ 

郵便局で発行しています。 

手数料分を購入してください。 

③返信用封筒には･･･ 

現住所あてに送付することが原則となりますので『住所・氏名』

を明記し、『返信用切手』を貼付してください。 

必ず同封するもの 

戸籍・住民票等証明申請

（郵送用）に当たっての注意事項 

・戸籍等を請求する場合、請求できる方は直系血族・配偶者と限られています。請求する戸籍に、あなたが記載され

ていない場合、委任状または関係がわかる戸籍の添付が必要となります。ご注意ください。 

・住民票等を請求する場合、請求できる方は同一世帯員と限られています。申請内容によっては委任状または関係が

わかる書類の添付が必要となります。ご注意ください。 

～ご不明な点がありましたら、電話でお問い合わせください～ 

〒048-1392 北海道磯谷郡蘭越町蘭越町 258 番地 5  蘭越町役場住民福祉課住民係 ℡ 0136-57-5111 
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